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令和８年度大規模災害就学等支援事業について（依頼） 

このことについて、別添「大規模災害就学等支援事業費補助金交付要綱」に基づき事業を行いますので、

事業の実施を希望する場合は、下記書類を令和８年10月30日（金）までに当課宛て御提出願います。各学

校設置者におかれましては、被災児童生徒等の就学支援につながるよう本事業の趣旨をご理解の上、積極

的な活用をお願いします。 

記 

１ 提出書類 

（１）必ず提出する書類 

ア 令和８年度大規模災害就学等支援事業費補助事業計画書の提出について（参考様式①） 

イ 事業計画書（様式第２号②） 

ウ 授業料等減免確認書（個票）（別紙１③） 

（ア）被災状況が確認できる書類（罹災証明書等）を添付すること。 

（イ）要綱第３（３）「世帯の収入の著しい減少」に該当する場合は、「収入の申立書（別添１④）」

に以下の書類を添付し提出すること。 

① 収入の減少の事由を確認できる書類（離職票、解雇通告書、廃業等届出等） 

② 収入見込額を証明する書類（大規模災害等発生前の課税証明書の写し及び大規模災害等発生

後の会社作成の給与見込、税理士又は公認会計士が作成した証明書類等） 

③ 保護者等の扶養親族の人数・年齢が確認できる書類（扶養親族の記載が省略されていない課

税証明書等） 

エ 法人等で定める減免実施概要が確認できる書類 

※ 減免制度がある場合は、当該制度の要綱等を提出し、無い場合は、事業概要と本年度実施する

旨が記載されている理事会の議事録等を提出すること。 

オ 被災児童生徒等あてに通知した減免決定通知の写し(任意様式） 

※ この時点での提出が難しい場合は、交付申請書提出の際に必ず添付すること。 

なお、交付申請書提出までに、被災児童生徒等宛てに減免決定通知を行わなかった場合は、県

の交付決定は行うことができないため注意すること。 

  カ 令和８年度市・県民税課税証明書 

  キ 市町村から通知される施設等利用給付認定通知書 

   ※ 私学助成を受ける幼稚園においては必ず提出すること。 

ク 大規模災害就学等支援事業費補助金チェックリスト（私立学校用）（様式１⑤） 

ケ 施設等利用費支給額等一覧表（別紙） 

※ 私学助成を受ける幼稚園のみ提出すること。ただし、代替となる書類等がある場合は、当該書

類の提出をもって足りる。 

コ 園則又は学則の写し 

（２）該当がある場合のみ提出する書類 

ア （本補助金以外の）減免等実施確認書類 

特待生制度や私立高等学校授業料減免等の本補助金以外の支給がある場合は、その支給が確認で

きる書類を提出すること。 

イ 未添付一覧表（様式２⑥） 

様 



（１）オ及び（２）アの提出について、提出期限に間に合わない場合は、該当書類を記載し提出

すること。 

  ウ 保育料の内訳が分かる書類 

    施設等利用費の対象とならない費用（給食費等）が保育料に含まれ、園則に記載が無い場合。 

２ 提出年月日及び場所 

令和８年 10月 30日（金） 厳守 

岩手県庁８階 ふるさと振興部学事振興課（郵送可） 

３ 書類提出の際の留意事項 

（１）補助対象経費及び補助上限額について 

別添のとおりであるので、確認すること。 

（２）対象児童生徒等について 

事業計画書提出時点で判明している対象者をすべて記載すること。 

（３）事業計画書の記入方法について 

   施設型給付を受給する園にあっては、特定負担額減免額（Ｂ欄）のうち、入学選考料に相当する金

額については括弧書きでその金額を記入すること。合計欄も同様に記入すること。 

４ その他 

（１）被災児童生徒等に対する減免決定通知は、必ず交付申請書提出前に終わらせること。 

（２）被災児童生徒等に対する授業料等の返還は、原則、交付申請書提出前に終わらせること。 

※ 交付申請書提出前に授業料等の還付が完了しなかった場合は、令和９年３月 31日までに必ず行

うこと。令和８年度中に返還を行わなかった場合は、補助対象外となるので注意すること。 

（３）事業の実績確認の際に、法人等から生徒等（保護者）に対して減免（返還）したことが分かる書類

（大規模災害就学等支援事業実施証明書（参考様式２⑦）等）を提出すること。 

（４）令和８年度は、「高等学校等修学支援事業費補助金（高校生等・新修学支援）（就学支援金新制度の

対象外となる生徒を対象とした補助制度のこと。仮称。以下「新修学支援金」という。）」が新たに創

設されることに伴い、補助額は、新修学支援金及び要綱第４に規定される補助金等の支給額を差し引

いた額となる。 

  

【担当】私学振興担当 藤原 

電話 019-629-5041 FAX019-629-5049 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：AH0007@pref.iwate.jp 
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【参考】大規模災害就学等支援事業費補助金交付要綱（抜粋） 

第５ 次の補助金等が支給される場合は、当該支給額を控除し、補助上限の範囲内で残りの額を補

助する。 

（１）高等学校等就学支援金 

（２）私立高等学校等授業料等減免事業補助金（昭和 56年６月 30日岩手県告示第 790号） 

（３）生活保護法（昭和 25年法律第 144号）による生業扶助のうち高等学校等就学費 

（４）学び直しへの支援事業費補助金 

（５）子育てのための施設等利用給付 

（６）施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助 

（７）高等教育の修学支援新制度による私立専修学校専門課程授業料等減免補助  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910万円 

支給上限額 

39万 6,000円→ 

11万 8,800円→ 

世帯年収の目安 

就学支援金（経過措置） 

又は 

新修学支援金 

 
補助対象 

590万円 

  

59万  397円→ 

 

910万円 

支給上限額 

45万 7,200円→ 

世帯年収の目安 

就学支援金 

590万円 

補助対象 

59万  397円→ 

※補助対象イメージ（授業料／就学支援金経過措置及び新修学支援金対象者

例） 
就学支援金等の支給上限額を超過する分についても、補助対象

経費の合計が補助上限額の範囲内であれば補助対象となる。 
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※補助対象イメージ（授業料／就学支援金経新制度対象者例） 

就学支援金等の支給上限額を超過する分についても、補助対象

経費の合計が補助上限額の範囲内であれば補助対象となる。 
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（別添） 

私立学校、私立専修学校及び私立各種学校の設置者が行う、入学選考料（専修学校専門課程及び各

種学校を除く）、入学金、授業料及び施設整備費等の減免に要する経費に対し、次の補助率で補助を

行う。 

（１）幼稚園 

入学選考料 10/10補助 

入学金、授業料及び施設整備費等 10/10補助（ただし、県平均額 337,480円を上限とする。） 

 （２）中学校 

入学選考料 10/10補助 

入学金、授業料及び施設整備費等 10/10補助（ただし、県平均額 464,233円を上限とする。） 

（３）高等学校、特別支援学校及び専修学校高等課程 

入学選考料 10/10補助 

入学金、授業料及び施設整備費等 10/10補助（ただし、県平均額 590,397円を上限とする。） 

 （４）専修学校専門課程及び各種学校 

入学金、授業料及び施設整備費等 2/3補助（上限なし） 

 （５）施設型給付受給園 

   基本負担額及び特定負担額 10/10補助（ただし、県幼稚園平均額 337,480円を上限とする。） 


